
 

 

地域公共交通確保維持改善事業・事業評価（案）について 

 

 

 以下の補助対象事業について、地域公共交通確保維持改善事業費補

助金交付要綱第３条第５項に基づき、実施状況を確認および評価し、

国土交通省へ報告を行う。 

 

【補助対象事業】 

・地域内フィーダー系統確保維持費国庫補助金 

 ↳おでかけきららん号、やひこ号の運行に関する事業について 

・地域公共交通調査事業（計画策定事業） 

 ↳燕・弥彦地域公共交通計画策定に関する事業について 

資料１ 
協議事項（１） 



別添１

令和7年1月31日

協議会名：燕・弥彦地域公共交通会議

評価対象事業名：地域内フィーダー系統確保維持費国庫補助金

①補助対象事業者等 ②事業概要
③前回（又は類似事業）の
事業評価結果の反映状況

⑥事業の今後の改善点
（特記事項を含む）

1.株式会社燕タクシー

2.株式会社中央タクシー

3.中越交通株式会社

4.まきタクシー有限会社

5.地蔵堂タクシー有限会社

6.弥彦タクシー株式会社

7.越佐観光バス株式会社
弥彦・燕広域循環バス

やひこ号
　広報紙への掲載など、利用促
進のための啓発を行った。

A
　事業が計画に位置付けら
れたとおり、適切に実施さ

れた。
A

　広域循環バスの１日平均
利用者数が、目標の64人/
日に対し、実績が68.3人/日
と上回り、事業が計画に位
置づけられた目標を達成で
きた。

　より多くの方々に利用してもら
えるよう、今後も啓発等による
利用促進を図り、利用者数の
増加に努める。
　また、令和６年１０月よりバス
ロケーションシステムを導入し
ており、利便性向上を図ってい
る。

地域公共交通確保維持改善事業・事業評価（生活交通確保維持改善計画に基づく事業）　（案）

④事業実施の適切性 ⑤目標・効果達成状況

燕市デマンド交通
おでかけきららん号

　広報紙への掲載やパンフレッ
トで周知を図った。また、予約
受付時や窓口・電話での問い
合わせ対応時において、比較
的空いている時間帯での利用
を案内し、予約の分散化を図っ
た。また、11月からWEB予約シ
ステムを導入し、電話混雑の軽
減を図った。

A
　事業が計画に位置付けら
れたとおり、適切に実施さ
れた。

A

　デマンド交通の１日平均
利用者数が、目標の143人/
日に対し、実績が145.5人/
日と上回り、事業が計画に
位置づけられた目標を達成
できた。

　気象状況によっては予約を制
限することも必要であり、これ
からも利用者の安全を第一に
考えた運行を行っていく。
　また、利用時間帯の集中につ
いては、高齢者の通院利用が
多いことが要因となっており、
利用者数の増加に向け、今後
も分散化を図る取組みを継続
的に実施していく。
　さらに、より多くの方々に利用
してもらえるよう、今後も啓発等
による利用促進を図り、利用者
数の増加に努める。



別添１－２

地域の交通の目指す姿
（事業実施の目的・必要性）

【燕市】
①地勢について
越後平野のほぼ中央、県都新潟市と長岡市の中間に位置し、面積は110.94ｋ㎡、地勢は平坦地が大半で、可住地面積割合は県平均36.0％に対し
て燕市は94.1％と県内市町村では最も高く、市街地や集落が市内一円に広く分散している。
②人口について
平成12年の約84,300人をピークに減少に転じ、平成22年には82,000人を割り込み、10年間で約3％減少している一方で、令和２年の高齢化率は31％
に達し、全国平均を上回って高齢化が進行している。
③公共交通について
新潟市等へ通じるＪＲ越後線と三条市等へ通じるＪＲ弥彦線が交差し、市内外を結ぶ幹線的な公共交通機関となっており、路線バスは鉄道網の空白
部分を補うように2社のバスが乗り入れているが、市内各駅の鉄道乗車人員、路線バスの利用者は、コロナ禍以降いずれも減少した数値を維持して
推移している。
④デマンド交通について
利用者が減少していた巡回バスに代わり、鉄道や路線バスの空白区域内を移動するフィーダー（支線）的な公共交通としてデマンド交通を運行する
ことにより、高齢者をはじめとする住民の通院・通学や買い物などの生活活動を支えるとともに公共交通空白地域の解消を図り、循環バスの運行と
併せ生活交通手段を確保している。
⑤コミュニティバスについて
弥彦村との定住自立圏協定に基づき、広域循環バスの運行を開始し、さらに燕市デマンド交通のエリアを弥彦村まで拡大したことにより、住民の生
活交通の確保を図っている。
今後も燕市、弥彦村、両市村の住民の生活交通手段を継続して確保・維持していくことが重要である。

【弥彦村】
①地勢について
燕市と隣接し、面積は25.17k㎡で、村西部は弥彦山(標高634ｍ)を主峰とする南北の山岳地を隔てて日本海に臨む。
②人口について
令和２年国勢調査人口では7,705人で、年齢３区分人口では、0～14歳の年少人口比率が大きく低下し、65歳以上の老年人口比率が拡大しているこ
とから、少子高齢化が進んでいる。
③公共交通について
ＪＲ弥彦線が村の中央部を東西に走り、弥彦駅が終着駅であるが、通勤、通学時間帯を除くと約２時間に１本程度しかなく、主要公共交通としては非
常に乏しい状況である。
④燕市との連携について
燕市が行っている地域公共交通事業と連携し、無料巡回バスに代わる弥彦村と燕市を縦貫する広域循環バスの運行を開始した。また、燕市デマン
ド交通についてもエリアを弥彦村まで拡大したことにより、住民の生活交通の確保を図っている。
今後も弥彦村、燕市、両村市の住民の生活交通手段を継続して確保・維持していくことが重要である。

事業実施と生活交通確保維持改善計画との関連について

令和7年1月31日

協議会名： 燕・弥彦地域公共交通会議

評価対象事業名： 地域内フィーダー系統確保維持費国庫補助金



⇒2024
2023 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 計

利用者数 3,186 3,072 3,033 2,591 2,712 2,782 2,921 3,022 2,948 3,272 2,908 2,929 35,376
1日平均利用者数 151.7 153.6 151.6 136.3 142.7 139.1 139.0 143.9 147.4 148.7 138.4 154.1 145.6

デマンド交通「おでかけきららん号」月別乗車実績
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⇒2024
2023 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 計

利用者数 1,554 1,530 1,344 1,178 1,285 1,287 1,456 1,286 1,345 1,404 1,527 1,401 16,597
1日平均利用者数 74.0 76.5 67.2 62.0 67.6 64.3 69.3 61.2 67.2 63.8 72.7 73.7 68.3

弥彦・燕広域循環バス「やひこ号」月別乗車実績
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別添１

令和7年1月31日

協議会名：燕・弥彦地域公共交通会議

評価対象事業名：地域公共交通調査事業（計画策定事業）

①事業の結果概要
③生活交通確保維持改善計画又は

地域公共交通計画等の
計画策定等に向けた方針

【事業内容】
・燕市及び弥彦村における公共交通の現況と課題整
理
・高齢者対象調査、学生（中学生、高校生）対象調査、
公共交通利用者対象調査
・燕市及び弥彦村に適した交通の検討
【結果概要】
・基礎的データの整理、現況調査などにより、燕市と
弥彦村の公共交通の現況を整理した。
・各種アンケート調査により、燕市・弥彦村内における
公共交通の移動特性等を把握した。
・燕市と弥彦村に適した公共交通サービスについて検
討し、計画素案を作成した。
・今後の協議会の検討を経て、燕・弥彦地域公共交通
計画として最終的にとりまとめる。

A
事業が適切に実施されている。（令和７年３月作
成予定）

　燕市、弥彦村において、住民の日常生活の移動を支
える公共交通網の確保を主眼に置き、将来にわたって
「安心して暮らし続けられる公共交通ネットワークの形
成」を目指す。
　今後、鉄道の維持・改善要望、路線バスやコミュニ
ティバス等のサービスを維持・改善させることで各交通
手段の利便性を向上させる。

地域公共交通確保維持改善事業・事業評価（計画策定等に係る事業）　（案）

②事業実施の適切性


